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但
馬
の
伊
達
氏
に
就
い
て

　
　
　
　
一

　
江
戸
時
代
に
於
い
て
、
政
治
的
砒
會
的
一
般
歌
勢
の
安
定
が
齎

ら
さ
れ
る
と
共
に
、
幕
府
當
局
を
始
め
大
小
諸
藩
に
、
家
史
、
系

譜
の
編
纂
の
如
き
事
業
が
懇
々
行
は
れ
九
が
、
そ
の
一
と
し
て
仙

腸
の
伊
里
家
で
は
、
「
伊
蓬
出
自
世
次
考
篇
九
巻
、
「
伊
蓬
正
統
世
次

考
」
十
巻
が
薯
は
さ
れ
て
み
る
。
こ
れ
師
ち
好
墨
の
聞
え
高
き
伊

達
富
村
（
伊
達
氏
世
世
、
肯
山
公
）
の
時
に
、
前
後
費
有
醗
年
の
歳

月
を
費
や
し
、
元
緑
十
六
年
を
以
て
完
成
し
九
も
の
で
あ
っ
て
、

曾
て
星
野
恒
博
士
も
「
伊
蓬
家
乗
の
確
實
」
（
潜
蟄
難
誌
第
九
編
）
と

題
す
る
一
文
に
穰
揚
さ
れ
て
る
る
如
く
、
多
く
の
類
書
中
比
較
的

確
實
に
し
て
正
鵠
を
得
た
も
の
と
、
世
に
推
賞
せ
ら
れ
て
る
る
所

で
あ
る
。

　
こ
の
家
乗
編
修
に
際
し
て
挑
は
れ
た
苦
心
経
螢
の
歌
は
、
元
隷

十
六
年
の
伊
達
綱
村
の
序
文
に
詳
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
依
れ

　
　
　
　
　
但
馬
の
伊
蓬
氏
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
時
　
野
　
谷
　
　
　
勝

ば
入
を
諸
方
に
遣
は
し
、
京
都
、
鎌
倉
を
始
め
出
朋
、
常
陸
、
下
野
、

黄
雲
、
但
馬
等
に
亘
り
て
史
料
の
探
訪
を
行
ひ
、
或
は
近
衛
基
煕
、

林
道
春
ら
、
世
業
の
碩
墨
鴻
儒
に
往
古
を
温
ね
て
る
る
。
而
し
て

そ
の
間
、
駿
河
伊
蓬
氏
の
後
襟
で
あ
る
伊
達
犬
也
な
る
者
か
ら
、

差
等
を
提
臨
し
た
と
の
記
載
も
あ
る
。
こ
れ
に
關
興
せ
る
も
の
と

思
は
れ
る
文
書
は
、
先
年
京
都
帝
國
大
橋
國
史
研
究
室
の
有
に
嚇

し
、
中
村
助
教
授
が
「
歴
史
と
地
理
」
（
第
三
十
四
巻
、
四
・
五
號
）

に
「
駿
河
伊
蓬
文
書
」
と
題
し
て
紹
介
さ
れ
て
み
る
所
で
あ
る
。

　
此
の
編
纂
事
業
に
當
り
、
最
も
有
力
な
る
史
料
の
一
と
し
て
大

い
に
参
酌
さ
れ
た
も
の
に
、
京
都
南
灘
寺
の
塔
頭
慈
議
院
、
嘉
慶

二
年
九
月
九
日
振
縄
言
訳
に
依
っ
て
開
か
れ
た
五
聖
院
に
藏
す
る

　
聯
の
文
書
が
あ
っ
た
。
邸
ち
綱
村
の
序
に

　
其
後
不
〆
圖
得
二
京
師
南
灘
寺
慈
賢
愚
所
〆
藏
出
雲
但
馬
繭
國
伊

　
達
氏
系
圖
古
本
。
】
取
見
〆
之
實
與
ド
我
露
盤
、
　
而
立
所
ド
疑
者
頓

　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
第
　
號
　
　
〕
五
九

（159）



三
諦
の
炉
蓮
氏
に
就
い
て

空
然
突
。

と
あ
る
所
で
あ
る
。

　
博
し
て
現
に
伊
達
伯
家
に
職
せ
ら
れ
、
大
口
本
古
文
書
伊
蓬
家

文
書
に
抗
心
よ
り
二
十
號
に
亘
っ
て
載
せ
ら
れ
て
み
る
文
書
系
囲

は
、
、
そ
の
當
時
飽
海
＋
一
年
十
一
月
、
南
灘
寺
慈
鮮
魚
か
ら
樫
塗

家
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
基
き
、
労
ら
今
臼

但
馬
地
方
の
諸
瓦
餅
農
家
襲
藏
の
記
録
野
駒
を
照
卜
す
る
事
に
依

り
、
我
々
は
噺
片
的
な
が
ら
、
主
と
し
て
吉
野
朝
時
代
に
於
け
る

但
備
の
伊
野
氏
の
事
績
を
嗣
明
す
る
事
が
出
來
る
。

　
然
る
に
昭
和
九
年
夏
、
京
大
國
愛
研
究
塞
で
は
中
村
助
教
授
指

導
の
下
に
、
南
鐸
寺
に
藏
す
る
未
整
理
文
書
約
五
蒼
通
の
整
理
を

行
っ
た
が
、
昭
和
十
年
二
月
に
至
り
上
記
の
伊
達
家
鼠
罫
書
に
蘭

聯
を
有
す
る
も
の
と
患
は
れ
る
＋
五
漣
の
文
書
を
見
出
す
・
事
が
踏

越
た
。
こ
の
新
た
に
寓
閉
せ
る
文
書
も
亦
、
同
じ
く
吉
野
朝
時
代

に
於
け
る
但
馬
の
伊
墨
黒
の
事
蹟
に
序
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
を
綜
合
攻
究
す
る
事
に
依
り
、
未
だ
到
底
史
料
の
断
片
性
の

悉
曇
を
匡
救
す
る
迄
に
は
至
っ
て
み
な
い
が
、
一
蓋
但
馬
伊
蓬
氏

に
就
い
て
の
考
説
を
な
し
得
る
の
で
あ
6
。
言
ふ
ま
で
も
無
く
、

　
　
　
　
　
第
ご
や
一
四
馬
　
鮒
坦
｝
號
　
　
　
　
山
霧
○
、

管
見
の
史
料
の
性
質
上
、
時
代
は
吉
野
朝
時
代
に
隈
ら
れ
、
從
っ

て
但
馬
の
伊
達
氏
が
、
陸
奥
そ
の
他
の
俸
蓬
氏
と
如
何
な
る
蘭
係

に
在
る
か
等
の
、
重
要
な
る
諸
問
題
は
暫
ら
く
解
明
を
後
日
に
期

し
て
、
髪
に
は
唯
だ
南
灘
寺
に
際
す
る
史
料
の
紹
介
、
及
び
些
少

な
る
数
衡
の
問
題
の
列
舞
に
終
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ

　
併
し
我
々
は
先
づ
、
何
故
に
但
馬
の
伊
達
氏
關
係
文
事
か
、
南

鐸
寺
に
傳
鎖
し
て
み
た
か
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
南
灘
寺
交
書
を
見
る
に
、
永
仁
七
年
三
月
五
口
醜
山
法
皇
は
御

手
印
の
あ
る
選
球
翰
を
翫
さ
れ
て
、
遠
江
週
初
倉
庄
、
加
賀
國
小

坂
庄
、
筑
前
國
宗
像
就
の
三
箇
所
を
寺
領
と
し
て
寄
附
せ
ら
れ
て

み
る
が
、
正
安
二
年
七
月
二
十
五
口
に
は
伏
見
上
皇
院
宣
を
禺
さ

れ
、
先
の
小
坂
庄
に
代
ふ
る
に
、
播
磨
國
矢
野
別
名
、
圃
國
大
鞭

庄
、
但
馬
囲
池
寺
庄
等
を
以
て
せ
ら
れ
て
る
る
。
そ
の
後
も
屡
々

こ
の
但
馬
の
池
寺
庄
を
安
堵
す
る
旨
の
文
書
が
撫
で
み
る
が
、
更

に
至
徳
三
年
十
二
月
仕
五
日
に
至
り
、
但
馬
國
小
佐
郷
地
頭
職
（
恒

富
名
を
除
く
）
が
左
大
臣
足
利
義
満
か
ら
答
附
せ
ら
れ
て
み
る
。

斯
く
て
小
佐
郷
は
、
池
寺
庄
と
相
並
ん
で
、
但
馬
國
に
於
け
る
南
、

（16e）



暉
寺
領
と
し
て
あ
り
、
室
町
二
代
末
期
、
守
護
の
押
領
に
遭
ふ
て

潰
滅
す
る
迄
響
い
て
み
る
の
で
あ
、
る
0
2
5
ち
鷹
永
十
年
、
嗣
費
…

年
、
嘉
吉
二
年
等
の
寺
預
言
録
に
は
爾
吉
事
に
暮
が
つ
て
み
る

。
か
、
編
鐘
元
年
の
そ
れ
に
至
っ
て
は
、
小
佐
郷
の
名
は
既
に
溝
え
、

池
寺
庄
亦
守
護
押
領
と
注
さ
れ
て
み
る
。

　
さ
て
但
馬
の
伊
逮
氏
は
、
後
述
の
如
く
此
の
小
佐
郷
の
地
頭
職

を
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
恐
ら
く
は
、
至
徳
三
年
十
二

月
仕
五
n
、
初
め
て
寺
領
と
し
て
寄
進
せ
ら
れ
し
際
、
關
係
文
書

も
一
括
し
て
南
郡
寺
に
入
っ
た
も
の
と
思
は
勉
る
。

　
　
　
　
三

　
小
佐
郷
と
は
倭
名
抄
な
ど
に
は
遽
佐
郷
と
書
き
、
今
口
の
兵
庫

縣
養
父
郡
八
鹿
村
の
一
字
と
し
て
、
そ
の
名
を
存
し
て
み
る
。
併

し
古
く
遠
佐
郷
と
は
、
暖
く
雪
へ
ば
朝
倉
庄
と
小
佐
庄
と
よ
り
成

り
、
邸
ち
網
場
、
舞
狂
、
一
三
、
米
里
、
國
木
、
小
由
、
八
鹿
、

九
鹿
、
小
佐
、
石
原
、
火
畑
の
＋
一
書
村
を
含
み
、
大
略
今
q
の

養
父
郡
八
鹿
村
及
び
高
柳
村
の
地
に
斑
嘱
す
る
事
が
幽
淘
る
。

而
し
て
こ
の
地
方
は
豊
照
町
の
南
方
、
圓
由
川
の
河
谷
を
遡
る
事

象
里
、
先
に
魚
澄
惣
五
郎
氏
が
、
兵
庫
縣
逆
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物

　
　
　
　
　
侃
馬
の
伊
蓮
氏
に
就
い
て
「

調
査
報
告
第
十
一
輯
に
、
「
歴
史
上
よ
り
見
た
る
園
由
川
の
流
域
」

と
題
し
て
詳
細
に
漣
べ
ら
れ
た
如
く
、
交
麺
地
理
上
の
要
衝
で
あ

り
、
歴
渠
上
早
く
開
け
た
所
で
あ
．
る
。
園
由
川
は
こ
の
蓬
に
於
い

て
八
木
川
そ
の
他
の
支
流
を
併
せ
、
宛
も
一
中
心
地
の
観
を
呈
し
、

交
通
路
と
し
て
は
由
陰
謀
の
幹
線
に
臨
み
、
東
南
方
和
揖
山
を
経
、

夜
久
野
峠
を
越
え
て
編
知
撫
に
通
じ
、
別
に
東
北
方
．
に
は
萬
石
に

通
す
る
途
を
分
酸
し
、
北
方
は
慰
謝
、
城
崎
に
通
じ
，
西
に
向
っ

て
は
、
由
陰
雲
は
村
岡
、
湯
村
を
経
て
鳥
取
に
通
じ
て
み
る
。
南

に
向
2
し
は
、
和
田
山
で
山
陰
道
よ
り
盆
し
生
野
蕪
歯
、
逡
与

に
姫
路
に
至
る
道
あ
り
、
叉
由
崎
を
縄
て
龍
野
に
至
る
道
を
も
分
　
㏄

纏
し
て
み
る
。

　
斯
く
の
癩
く
こ
の
地
方
は
道
路
を
四
方
に
通
じ
て
そ
の
咽
喉
を

擁
す
る
如
き
位
置
に
在
り
、
騰
史
的
に
地
理
的
に
極
め
て
重
要
な

意
義
を
有
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
吉
野
朝
時
代
に
は
、
實
に
こ
の
地
が
但
馬
の
伊
蓬
氏
の
撮
る
所

で
あ
っ
九
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
耳

糞
づ
所
論
の
瀬
序
と
し
て
南
輝
寺
に
探
訪
せ
る
文
書
を
到
纂
す

　
　
　
　
　
第
二
十
…
巻
　
麓
一
一
賊
恥
　
　
　
一
山
ハ
一



但
馬
の
俳
逢
氏
に
就
い
て

第
二
十
】
巻
　
　
第
「
號
　
　
　
一
山
ハ
ニ

（一分萬十＝二）圓要旧地馬但

　　　（　160．　）



る
◎
頭
書
の
算
用
撒
字
は
京
大
國
史
研
究
室
に
て
附
せ
る
整
理
番

號
で
あ
っ
て
以
下
便
宜
こ
の
文
書
下
簗
を
用
ふ
る
こ
と
・
す
る
。

84
｡
原
（
伊
蓬
）
宗
綱
譲
歌
　
元
亨
元
年
十
～
月
＋
口
。
外
題
に
元

4　
亨
三
年
＋
月
五
日
附
、
執
模
北
條
高
時
消
雪
金
澤
貞
信
連
署
の

　
鎌
倉
二
軍
家
安
堵
の
下
知
歌
あ
り
。

纈
蓬
彌
七
宗
助
後
家
自
安
元
弘
三
年
八
月
三
日
。
外
題
に
安

　
堵
の
但
馬
の
國
宣
あ
り
。

86

ﾉ
達
孫
三
郎
入
道
滋
…
西
目
安
　
弘
安
三
年
八
月
　
ロ
。
外
題
に

4　
九
月
八
日
附
、
安
堵
の
陸
奥
の
國
宣
あ
り
。

捌
伊
達
彌
…
七
宗
助
後
家
目
安
　
建
武
三
年
五
月
　
口
。
紙
背
に
伺

　
年
盛
月
雪
五
日
附
、
今
掛
頼
貞
の
安
堵
の
下
知
欺
あ
り
。

輔
伊
達
孫
三
郎
入
道
道
西
目
安
　
建
武
三
年
五
月
　
口
。
　
紙
背

　
に
同
年
五
月
世
五
日
附
、
今
川
頼
貞
の
安
堵
の
下
知
歌
あ
り
。

魏
伊
達
孫
三
郎
義
綱
軍
豆
煎
　
建
武
三
年
八
月
　
日
。
奥
に
謹
判

　
あ
り
。

酬
藩
命
三
郎
倉
入
義
綱
軍
畑
歌
建
武
四
年
前
月
日
。
奥
に
兵

　
部
大
輔
盛
義
の
詮
制
あ
り
。

劒
伊
蓬
孫
三
酪
入
道
道
西
軍
忠
駄
　
建
武
四
年
七
月
　
日
。
奥
に

　
　
　
　
　
但
焉
の
伊
逮
氏
に
就
い
て

兵
部
大
輔
盛
義
の
讃
判
あ
り
。

魏
兵
部
大
韓
盛
義
奉
書
　
建
武
四
年
七
月
八
日
。
伊
達
孫
三
郎
入

　
道
宛
。

娚
但
馬
國
宣
　
建
武
五
年
八
月
十
五
日
。
伊
達
入
道
宛
。

蝦
修
理
構
大
夫
某
被
旧
註
　
（
暦
磨
元
年
）
十
一
月
十
五
口
。
御
奉

行
所
宛
。

獅
立
石
五
郎
入
道
法
阿
陳
然
　
暦
慮
四
年
十
二
飛
　
口
。

鰯
伊
達
三
郎
藏
入
朝
蒸
熱
引
歌
　
槻
慮
二
年
九
月
細
註
。
奥
に
謹

　
判
あ
り
Q

僻
伊
達
道
西
譲
駄
貞
治
元
年
＋
一
月
＋
五
田
。

一
派
随
行
塑
鉄
（
断
簡
）
＋
月
四
望
。
伊
達
孫
三
郎
入
道

　
宛
。

　
以
上
十
五
通
の
文
書
を
、
竜
門
伯
家
所
藏
の
道
書
と
照
下
す
る

事
に
依
り
、
吉
野
朝
時
代
に
於
け
る
但
馬
伊
達
氏
の
事
績
の
一
斑

を
知
り
得
る
と
共
に
、
又
此
の
時
代
の
但
馬
地
方
に
於
け
る
宮
三

瀬
軍
抗
雫
の
史
實
に
、
若
干
妖
況
の
嗣
明
さ
れ
し
も
の
を
加
へ
、

勢
ら
伊
達
氏
世
系
に
就
い
て
も
、
多
少
の
補
正
を
な
し
得
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
｝
二
十
一
巻
　
第
「
號
　
　
　
｝
点
粗
研

（　16，P，　）



　
　
　
　
r
但
馬
の
伊
逮
璃
に
就
い
て

　
こ
エ
に
先
づ
此
の
小
論
の
必
要
上
、
南
輝
寺
慈
聖
院
よ
り
、
伊

達
伯
家
に
傳
は
れ
る
、
但
馬
鮭
鱒
家
系
圓
の
内
、
主
と
し
て
吉
野

朝
時
代
に
係
る
も
の
を
抄
出
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
與
一
、
修
理
亮
　
　
　
　
　
　
　
同
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
哩
《
㌧
ア
》

爲
宗

悪
人
翻

’

胤
欝
三
郎
羅
搾
糧
醜

本
名
貞
基
　
　
法
名
廼
源
　
法
名
甦
闘

1
駕
氏

…
宗
朝

　
與
一
修
理
亮
時
綱
は
仙
肇
伊
達
智
略
系
に
依
れ
ば
「
在
鵬
雲
但

馬
及
諸
國
伊
達
氏
之
祀
也
」
と
あ
．
り
、
そ
の
兄
弟
次
郎
藏
人
義
贋

の
系
統
が
宗
家
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
五

　
上
記
の
伊
達
氏
の
系
圏
と
仙
蔓
伊
達
氏
の
略
系
と
を
照
合
す
る

に
、
そ
の
間
籾
當
の
異
動
混
晶
が
あ
り
、
今
驚
に
於
い
て
は
未
だ

裁
定
し
得
ぬ
多
く
の
疑
問
を
暮
し
て
み
る
が
、
樹
ほ
南
藤
寺
文
書

及
び
伊
達
家
文
書
を
詳
細
に
黙
検
す
る
事
に
依
り
、
但
馬
伊
蓬
氏

の
系
圖
も
、
或
は
確
實
な
る
薦
嫁
を
獲
、
或
は
多
少
の
是
正
を
必

要
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
第
二
十
r
一
巻
　
　
第
」
號
　
　
　
一
山
ハ
四

　
8
4
號
文
書
は
伊
達
宗
綱
の
町
立
で
あ
っ
て
、
藤
原
寒
綱
と
署
し

　
，
墜て

る
る
の
は
、
伊
達
氏
が
藤
原
鎌
足
に
出
つ
る
と
さ
れ
て
み
る
が

故
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
宗
繕
が
元
亨
元
年
十
代
月
十
日
、
子
息

貞
綱
に
重
代
相
傳
常
知
行
の
地
た
る
但
馬
國
小
佐
郷
拭
分
一
地
頭

職
を
譲
渡
し
た
も
の
で
、
や
が
て
鎌
倉
幕
府
の
安
堵
が
輿
へ
ら
れ

て
る
る
．
．
小
佐
郷
武
分
一
方
地
頭
職
と
は
詳
し
く
雷
へ
ば
、
得
近

田
蓼
町
染
殺
難
・
恰
…
歩
、
在
増
撒
六
宇
、
百
姓
武
〃
臓
、
旧
史
給
画
参
分
一
、

雫
畠
、
野
畠
、
由
畠
、
山
林
等
で
、
此
等
が
正
し
く
但
馬
伊
達
氏

の
璽
代
の
所
領
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
而
し
て
宗
綱
よ
り
所
領
を
譲
ら
れ
た
る
子
息
貞
．
綱
と
は
、
通
構

孫
三
郎
、
入
滋
し
て
滋
濾
と
爾
す
る
入
物
で
、
元
弘
三
年
三
月
菅

六
日
以
後
の
文
書
に
は
、
こ
の
道
西
の
名
を
以
て
表
は
れ
て
る
る

の
で
あ
る
。
彼
は
元
弘
三
年
三
月
頭
申
將
千
種
患
顯
の
鷺
に
癒

じ
、
忠
顯
が
伯
誉
よ
り
但
馬
に
攻
上
れ
る
際
、
そ
の
手
に
属
し
て

軍
忠
を
致
し
、
引
効
き
四
月
八
口
の
京
都
攻
め
の
時
に
は
弟
宗

幸
、
宗
重
ら
と
共
に
二
審
大
宮
の
擾
に
潮
曇
せ
る
事
績
は
、
既
に
伊

養
家
文
書
（
一
二
、
千
種
患
顯
御
教
書
、
二
、
伊
蓬
道
西
軍
忠
献
、

｝、

A
撰
蓬
電
酉
軍
忠
歌
）
に
依
っ
て
知
悉
せ
ら
れ
て
る
る
。
些
宋

〈　1＆S　）



に
亘
る
嫌
は
あ
る
が
、
我
々
は
但
馬
伊
達
家
系
圏
に
道
西
の
兄
弟

と
し
て
記
載
せ
ら
れ
た
る
宗
通
以
外
更
に
宗
幸
、
宗
重
を
加
へ
る

事
が
轟
來
る
。
南
輝
寺
選
書
に
於
い
て
も
亦
、
戦
帯
に
就
い
て
の

新
史
實
を
加
ふ
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
同
じ
く
こ
の
際
の
事
に
製

す
る
記
載
を
見
幽
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
夏
に
減
目
す
べ
き
は
、
道
西
の
所
領
に
關
す
る
記
蓮
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
。
邸
ち
元
弘
三
年
八
月
附
の
4
8
號
文
書
を
見
る
に
、
（
臼
維
爲
眞

上
段
参
照
）
「
陸
奥
國
伊
達
孫
一
二
郎
入
道
々
西
土
馬
上
」
と
書
き
饗

し
て
、
去
る
三
月
か
ら
軍
忠
を
致
し
て
み
る
故
に
、
傍
例
に
任
せ
て

所
領
安
堵
の
國
宣
を
賜
り
度
い
と
の
国
安
を
提
出
し
、
艶
み
通
り

そ
の
外
題
に
安
堵
の
國
宣
を
賜
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、

陸
奥
の
所
領
と
し
て
、
小
塚
郷
、
艦
巫
郷
（
フ
ニ
フ
）
、
西
大
枝
、
桑
折

郷
（
コ
オ
リ
）
、
東
大
管
内
由
田
村
、
長
井
保
内
下
須
屋
、
宇
治
水

村
の
七
箇
所
を
剣
吊
し
て
み
る
。
こ
れ
今
日
の
編
島
縣
伊
蓬
郡
内

に
求
め
得
る
地
名
で
あ
っ
て
、
道
西
の
時
代
に
於
い
て
侮
ほ
、
伊

達
氏
の
本
貫
た
る
陸
奥
國
の
三
脚
の
地
に
若
干
の
所
領
を
保
有
せ

し
事
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
麟
っ
て
伊
蓬
家
文
書
、
｝
、
に
依
れ
ば
、
上
野
襲
爵
磁
郷
｝
分

但
馬
の
俳
蓮
氏
に
就
い
て

地
頭
た
る
郁
蓬
孫
三
郎
入
道
々
西
が
、
同
じ
く
千
種
忠
顯
の
下
に

合
戦
の
忠
鰯
を
致
せ
る
恩
賞
と
し
て
、
相
舞
の
所
領
の
安
堵
國
宣

を
賜
は
り
度
し
と
の
自
安
（
元
弘
三
年
十
月
日
）
を
捧
げ
、
弘
安
五

年
の
譲
歌
を
始
め
三
通
の
文
書
を
副
羨
し
、
や
が
て
新
田
義
貞
よ

り
外
題
に
國
宣
を
賜
っ
て
み
る
事
を
知
り
得
る
が
、
こ
れ
ら
の
史

料
は
相
依
り
粗
倹
っ
て
、
但
馬
の
伊
達
氏
が
、
但
馬
の
小
佐
郷
に

於
い
て
の
み
な
ら
す
、
そ
の
本
貫
地
た
る
陸
奥
國
、
及
び
土
野
國

に
於
い
て
も
胡
傳
の
所
領
を
有
し
て
み
た
事
實
を
無
明
に
し
て
み

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
六

　
扮
て
前
掲
の
但
馬
伊
達
家
系
圏
に
從
へ
ば
、
孫
三
郎
入
道
道
西

郎
ち
貞
綱
の
子
に
亜
綱
あ
り
「
岡
三
郎
」
「
、
法
名
道
圓
」
と
注
し
、

更
に
義
綱
の
子
に
直
綱
あ
血
，
嗣
次
郎
導
入
」
と
注
し
て
み
る
。
併

し
此
の
世
代
關
係
は
、
現
存
の
文
書
に
依
っ
て
多
少
の
補
正
を
加

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
8
5
號
文
書
は
、
元
弘
三
年
八
月
　
日
、
但
馬
國
小
佐
三
二
分
一

　
4

方
地
頭
伊
達
彌
七
後
家
尼
明
照
の
代
人
継
矢
左
衛
門
五
郎
高
光
な

る
者
か
ら
、
去
る
三
月
千
種
忠
顯
、
に
從
っ
て
忠
節
を
致
せ
る
功
を

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
一
軽
い
　
　
…
六
五
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侃
馬
の
伊
逮
氏
に
就
い
て

言
上
し
、
安
堵
の
國
宣
を
賜
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
更
に
鯉
號

文
書
は
師
ち
建
武
三
年
五
月
附
、
伊
蓬
二
七
宗
助
後
家
代
子
怠
孫

三
郎
争
論
の
目
安
で
あ
っ
て
、
宗
助
の
譲
を
受
げ
て
後
家
尼
明
照

が
知
行
し
つ
Σ
あ
る
、
但
馬
國
小
佐
郷
二
分
方
山
田
方
地
頭
職
を

安
堵
せ
ら
れ
ん
事
を
乞
ふ
て
る
る
。
こ
れ
に
鮒
し
そ
の
紙
背
に
、

建
武
三
年
五
月
壮
五
日
附
の
掃
部
助
今
川
頼
貞
の
御
教
書
が
記
さ

れ
て
み
る
。
加
ふ
る
に
8
8
號
文
書
は
8
7
擁
文
書
と
同
日
附
に
て
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
み

蓬
孫
三
郎
入
道
々
西
か
ら
磐
代
玉
算
…
の
所
領
た
る
小
佐
郷
二
分
方

地
頭
職
の
安
堵
を
乞
ひ
、
紙
背
に
は
亦
卿
號
文
書
と
同
文
、
同
蓋

附
に
て
今
川
頼
貞
の
安
堵
の
御
敏
書
を
記
し
て
み
る
。

　
こ
れ
ら
の
鮎
か
ら
考
へ
て
、
孫
三
郎
義
綱
は
、
暫
時
既
に
無
き

伊
達
彌
七
宗
助
と
明
照
の
間
の
子
で
あ
り
、
彌
七
宗
助
は
勿
論
孫

三
郎
道
西
と
は
別
箇
の
人
物
で
あ
り
、
覇
者
得
々
に
小
佐
郷
の
二

分
一
つ
・
の
地
頭
職
を
所
有
し
て
み
た
事
が
分
明
で
あ
る
。
而
し

て
宗
助
及
び
そ
の
跡
を
護
り
受
け
た
後
家
明
照
の
有
せ
る
牟
分
は

由
田
と
資
す
る
方
で
、
そ
の
残
り
牛
分
を
有
せ
る
甲
西
の
領
は
様

付
と
蝕
す
る
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
伊
達
家
文
書
、
五
、
伊
達

道
西
皇
霊
、
貞
治
元
年
十
一
月
十
五
日
）

　
　
　
　
　
餓
躍
ご
十
一
巻
　
　
第
』
號
　
　
　
一
山
ハ
山
ハ

　
千
種
玉
翰
の
京
都
攻
の
際
に
も
、
道
悪
は
自
ら
そ
の
磨
下
に
馳

参
じ
た
が
、
後
家
尼
明
照
の
方
は
實
定
義
綱
の
幼
少
な
る
爲
か
、

代
人
を
以
て
滲
話
せ
し
め
て
み
る
。
こ
の
事
も
亦
上
記
の
關
係
の

一
掃
左
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
建
武
三
年
五
月
世
五
日
双
方
が
同

時
に
今
川
頼
貞
か
ら
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
る
る
如
き
も
亦
嗣
様
の

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

　
當
博
足
利
方
は
九
州
を
獲
脱
し
て
京
都
奪
回
を
志
し
、
そ
の
本

隊
が
出
陽
道
を
取
れ
る
に
鷹
じ
、
今
川
頼
貞
・
仁
木
終
章
ら
の
｝

軍
は
但
馬
丹
波
の
所
在
を
攻
略
し
、
や
が
て
京
都
に
入
っ
た
の
で

あ
る
。
伊
達
雄
峰
及
び
伊
達
義
綱
は
、
こ
の
今
川
頼
貞
の
軍
に
属

し
て
戦
功
を
樹
て
し
も
の
・
如
く
、
道
管
は
奪
氏
よ
り
感
駄
を
受

け
（
伊
蓬
家
文
書
、
三
、
足
利
奪
聡
警
判
御
教
書
、
建
武
三
年
九
月

仙
六
目
）
義
綱
は
賀
茂
の
河
原
に
戦
功
を
点
て
し
由
の
軍
忠
歌
を

差
話
し
て
頼
貞
の
学
制
を
受
け
（
伊
達
家
文
書
、
　
一
五
、
伊
達
義

言
訳
濡
歌
、
建
武
三
年
七
月
日
）
次
い
で
同
年
八
月
叡
山
に
於
い

て
官
賊
爾
軍
書
峙
せ
る
間
、
但
馬
地
方
に
宮
軍
蜂
起
せ
る
爲
、
そ

の
討
伐
に
京
都
よ
り
獲
向
し
た
の
で
あ
る
。
邸
ち
娚
號
丈
書
、
伊

達
義
綱
軍
忠
駄
に
依
る
に
、
八
月
三
日
に
進
寺
に
向
ひ
南
中
尾
に
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責
上
り
、
五
日
合
戦
を
な
し
、
同
十
三
十
四
留
日
は
荏
原
に
於
い

て
城
中
に
籠
れ
る
官
軍
を
追
落
す
の
事
な
ど
あ
っ
九
。
野
寺
と
は

言
ふ
迄
も
な
く
、
養
父
郡
の
北
端
宿
南
村
に
現
存
せ
る
、
天
台
の

古
刹
進
当
寺
の
あ
る
地
を
指
し
、
荏
原
と
は
城
崎
郡
日
高
村
江
原

に
煮
る
と
患
は
れ
、
小
佐
郷
と
豊
岡
町
と
の
ほ
穿
中
間
、
既
記
の

如
く
但
馬
地
方
第
一
の
要
地
た
る
園
山
川
の
流
域
に
属
し
て
み

る
。
こ
の
要
地
に
於
い
て
、
今
昔
の
詳
細
を
知
る
に
由
な
い
が
、

兎
に
角
叡
慮
の
官
軍
に
呼
癒
し
て
忠
義
の
軍
の
興
つ
た
事
は
重
要

な
る
史
■
實
で
あ
り
、
叉
そ
の
後
も
厘
ヒ
こ
の
．
蓬
り
一
帯
が
但
馬
地

方
に
於
け
る
勢
力
の
抗
雫
の
申
心
地
た
る
槻
を
呈
し
て
み
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
七

　
建
武
四
年
六
月
の
交
、
ま
た
但
馬
地
方
に
官
軍
起
り
、
直
義
は

小
俣
壁
貫
ら
を
邉
し
て
こ
れ
を
討
ち
、
そ
の
後
も
屡
ヒ
但
馬
丹
波

の
各
地
に
爾
軍
の
交
戦
を
見
た
事
は
既
に
能
く
知
ら
れ
て
み
る
所

で
あ
る
。
そ
の
馬
下
へ
ば
四
年
八
月
に
は
伊
欝
義
綱
は
矢
野
右
京

亮
の
手
に
溶
し
て
小
佐
郷
の
西
方
近
き
妙
見
宙
に
戦
ひ
（
伊
達
家

文
畿
回
、
　
一
山
ハ
、
伊
｛
貫
属
六
下
糊
雷
γ
中
妙
歌
）
、
翌
｝
血
年
五
R
月
に
は
鴫
進
言
出
寸
の

　
　
　
　
　
但
馬
の
無
二
氏
に
就
い
て

城
廓
に
合
戦
が
行
は
れ
て
る
る
（
伊
野
家
文
書
、
一
八
、
兵
部
大

輔
盛
義
敬
寛
圃
由
丁
付
歌
）
o
併
し
こ
れ
よ
り
先
、
四
年
六
h
月
臓
ハ
に
［
は
義

網
は
重
病
な
り
し
爲
、
代
官
林
又
三
郎
な
る
者
を
兵
部
大
輔
盛
義

に
属
せ
し
め
て
丹
波
の
佐
治
山
に
遣
し
、
同
二
十
一
日
に
は
仁
科

藏
人
將
監
の
手
に
属
せ
し
め
て
田
結
庄
に
軍
忠
を
致
さ
し
め
て
み

る
（
蜘
號
、
伊
蓬
義
綱
軍
忠
歌
）
。
此
の
頃
伊
地
道
西
も
亦
、
別
に

自
ら
軍
に
從
ひ
、
五
月
二
士
百
丹
波
の
和
久
嶋
に
於
い
て
官
軍

と
戦
っ
て
み
る
の
で
あ
る
（
捌
號
、
伊
達
道
西
軍
忠
歌
）
。

　
斯
凹
く
の
如
く
嚇
追
訴
［
、
義
脚
鋼
二
人
が
↓
大
々
別
雲
箔
に
軍
族
に
從
へ
る

事
は
、
黒
馬
の
如
く
常
時
爾
者
の
間
が
父
子
の
儲
君
に
非
ざ
り
し

｝
謹
左
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
此
の
閣
係
は
暦
癒
元
年
か

ら
四
年
頃
に
か
け
て
、
立
石
五
郎
入
道
法
阿
な
る
者
と
の
所
領
雫

論
の
際
の
文
書
に
從
へ
ば
漸
く
憂
化
が
齎
ら
さ
れ
て
み
る
事
を
知

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
塾
す
る
史
料
と
し
て
は
既
に
伊
達
家
文

書
、
　
…
七
、
兵
部
大
輔
盛
義
披
露
欣
が
あ
っ
た
が
、
更
に
南
灘
寺

に
て
叢
叢
號
の
二
通
の
文
書
を
獲
て
、
そ
の
間
の
経
緯
を
ほ
ゴ
閑

明
し
得
た
の
で
あ
る
。
極
蓬
家
文
書
、
一
七
、
に
依
れ
ば
建
武
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
へ

年
（
暦
慮
元
年
）
四
月
、
「
伊
里
彌
七
宗
助
後
家
雪
明
勝
代
子
息
伊
達

　
　
　
　
　
第
二
十
－
｝
谷
　
　
第
「
號
　
　
　
｝
山
三
七
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但
焉
の
伊
藤
氏
に
就
い
て

三
郎
藏
人
義
綱
」
が
翻
傳
の
所
領
た
る
小
勢
郷
二
分
方
地
頭
職
を

召
放
た
れ
て
立
石
五
郎
入
道
に
宛
行
は
れ
九
る
事
に
抗
回
し
て
み

る
が
、
夏
に
岡
年
無
…
月
十
五
a
に
は
「
俳
津
…
孫
三
郎
入
道
並
三
郎

藏
人
嚢
綱
」
の
爾
人
か
ら
此
の
事
を
訴
へ
て
る
る
（
玉
響
、
修
理
穫

大
夫
某
披
露
歌
）
。
然
る
に
弓
懸
遡
年
十
二
鍔
に
至
っ
て
立
石
法

阿
の
代
人
僻
書
か
ら
重
ね
て
提
幽
し
九
型
然
輔
號
）
に
依
れ
ば
、

「
伊
達
孫
三
郎
入
道
々
酉
子
息
義
綱
」
の
父
子
は
小
佐
郷
二
分
爾
方

地
頭
，
職
を
競
業
し
、
自
國
地
國
の
悪
黛
ら
を
謝
語
ら
ひ
、
常
郷
に

打
入
っ
て
灘
妨
を
致
し
、
そ
の
仔
細
を
糾
明
せ
ん
と
し
て
向
つ
た

守
護
樹
野
宮
地
頭
御
家
人
と
も
合
戦
を
な
し
、
重
科
を
犯
し
て
み

る
土
、
尼
性
心
の
重
書
を
抑
留
し
て
二
分
爾
方
地
頭
職
を
掠
め
ん

と
し
て
ゐ
へ
の
で
あ
る
か
ら
、
早
く
爾
人
を
重
科
に
卜
し
、
所
領

を
法
阿
の
方
に
安
堵
さ
れ
た
い
と
の
意
を
蓮
べ
て
る
る
。

　
以
上
の
如
き
女
書
か
ら
二
割
す
れ
ば
、
御
言
と
義
綱
と
は
謄
慮

の
交
に
始
め
て
義
の
父
子
の
關
係
に
入
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
八

　
扮
て
吉
野
朝
時
代
に
足
利
方
は
次
第
に
そ
の
墓
礎
を
間
め
つ
転

　
　
　
　
　
第
二
十
一
滲
　
第
一
號
　
　
一
六
入

も
絶
え
ず
内
証
の
激
し
き
に
轡
ま
さ
れ
て
る
た
。
奪
氏
義
詮
窯
と

直
義
窯
と
の
抗
挙
の
捲
き
そ
の
甚
し
き
も
の
で
、
直
義
の
死
後
も
、

足
利
直
冬
、
山
名
隣
氏
、
石
塔
二
上
ら
の
一
蕪
は
常
に
宗
家
を
脅

か
し
て
み
た
。
但
馬
地
方
に
於
い
て
も
、
履
ミ
爾
者
の
抗
雫
が
綾

け
ら
れ
し
も
の
・
如
く
、
仙
蔓
伊
逮
家
に
徳
は
れ
る
文
書
に
よ
っ

て
既
に
よ
く
知
悉
せ
ら
れ
、
そ
の
内
に
撃
墜
朝
焼
の
年
號
の
用
ひ

ら
れ
て
る
る
事
多
き
も
、
全
く
こ
の
武
家
測
内
部
の
筑
雫
の
事
實
、

殊
に
蜘
名
氏
が
こ
の
地
方
を
本
擁
と
せ
る
事
誤
に
墓
つ
い
て
み
る

の
で
あ
る
。
（
伊
藩
家
文
書
四
足
利
翠
蓋
御
強
御
敏
真
鶴
癒
二
年
八

月
六
口
、
　
六
足
利
醗
我
詮
御
判
慧
敏
灘
回
翻
…
庭
瓢
一
年
総
門
月
十
八
灘
、
　
一

〇
山
名
時
儀
感
歌
疋
李
八
年
八
月
三
日
、
八
足
利
直
冬
感
欺
正
不

九
年
八
月
十
一
日
、
七
足
利
直
冬
御
教
書
証
李
九
年
九
月
五
日
、

一
九
石
塔
頼
、
房
軍
勢
催
促
歌
正
軍
九
年
十
月
十
｛
蘇
、
九
由
名
時

氏
霊
日
歌
正
　
李
九
年
十
・
【
月
二
十
山
ハ
矯
、
　
一
｝
二
世
竃
馬
焔
具
儒
…
軍
中
胆
歌
延
｛
久

元
年
十
二
月
β
、
　
一
四
伊
蓬
気
楽
芸
園
妖
延
文
三
雲
、
十
二
月
日
、

一
　
一
由
門
々
伯
時
氏
軍
数
惚
灌
促
歌
正
…
李
十
山
ハ
年
十
n
月
二
・
†
｝
二
日
）
O

　
而
し
て
此
の
時
も
亦
、
圓
虚
川
の
一
帯
の
地
に
撒
次
の
合
戦
が

行
は
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
宿
南
，
九
野
饗
鷹
、
難
波
悔
原
（
養
父
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郡
網
場
）
、
奈
佐
、
八
代
の
如
き
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
粛
灘
寺

文
書
に
も
こ
の
開
の
礎
實
を
補
ふ
に
足
る
文
書
一
品
を
含
ん
で
ゐ

　
　
　
　
　

る
。
郎
ち
4
9
號
の
流
達
朝
綱
軍
難
業
に
し
て
、
小
佐
郷
地
頭
伊
達

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ヘ
ノ
ク
サ

三
郎
藏
入
朝
綱
が
概
慮
二
年
九
月
の
頃
、
樂
前
に
赴
き
二
十
三
日

國
分
寺
に
陣
し
、
二
十
七
鷺
に
は
三
身
合
載
の
隣
搦
手
と
し
て
目

測
河
原
に
戦
功
を
樹
て
し
事
を
記
し
て
み
る
。
園
金
鋸
十
七
、
蝉

騒
二
年
九
月
ナ
ニ
ロ
條
に
暦
齢
の
悪
黛
の
記
事
見
ゆ
る
の
も
、
こ

の
事
と
蘭
聯
を
有
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
職
場
と
な
り
し
諸
慮
は
、
ま
た
愈
ミ
こ
の
地
方
に
於
け
る

要
衡
の
地
な
る
事
を
物
語
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
併
し
こ
エ
に
一
慮
注
意
す
べ
き
は
こ
の
三
郎
藏
人
朝
綱
な
る
名

稽
で
あ
る
。
當
時
小
佐
郷
の
地
頭
に
し
て
三
郎
藏
入
な
る
入
物
は

直
ち
に
義
綱
で
あ
る
と
想
到
せ
ら
れ
、
彼
が
そ
の
名
を
攣
え
て
行

っ
た
も
の
と
も
假
詠
出
來
よ
う
。
併
し
三
郎
藏
入
に
し
て
そ
の
名

を
記
せ
る
も
の
を
年
代
順
に
排
剣
す
る
な
ら
ば
，
始
め
に
三
綱
あ

り
、
次
に
紀
綱
（
鰯
號
、
二
物
二
年
）
、
眞
信
（
伊
蓬
家
文
書
ご
『

延
文
元
年
）
、
夏
に
朝
里
（
伊
達
家
文
書
一
四
、
延
丈
三
年
）
と
出

で
、
到
底
同
｝
入
物
と
は
思
は
れ
す
、
史
．
料
不
足
の
今
日
、
遣
憾

　
　
　
　
　
但
馬
の
伊
蓬
氏
に
就
い
て

な
。
か
ら
未
だ
そ
の
關
係
を
断
ず
る
事
は
出
來
な
い
。

　
次
に
但
馬
研
達
家
系
國
に
は
、
義
綱
の
子
に
教
郎
藏
人
直
綱
を

置
い
て
み
る
が
、
こ
の
關
係
は
現
存
の
文
書
に
、
豫
れ
ば
、
明
ら
か

に
訂
正
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
郎
ち
伊
権
家
文
書
五
伊
達
遜
西
譲

歌
は
貞
治
元
年
十
一
月
十
五
臓
小
謡
郷
昏
眠
爾
方
（
津
付
、
山
田

爾
村
）
地
頭
職
を
「
子
息
次
郎
藏
入
直
垂
」
に
譲
証
し
、
外
題
に
貞

治
五
年
十
二
月
十
八
日
附
、
足
利
義
詮
。
か
そ
れ
を
承
認
せ
る
御
教

書
を
載
せ
て
み
る
が
ヤ
更
に
南
輝
寺
文
書
餅
糊
も
亦
、
岡
じ
く
典

治
元
年
十
一
月
十
五
日
附
を
以
て
揃
西
が
「
子
息
直
綱
」
に
小
佐
郷

．
地
頭
職
を
譲
り
渡
す
旨
を
記
し
て
み
る
。
此
の
事
か
ら
次
郎
藏
人
，

直
綱
は
、
義
綱
の
子
で
は
な
く
し
て
、
滋
西
帥
ち
頁
．
糊
の
子
に
當

る
閣
係
に
あ
る
者
で
あ
る
と
言
へ
る
。

　
以
上
は
主
と
し
て
順
送
寺
文
書
を
疑
心
に
仙
墓
梯
蓬
家
文
書
を

滲
看
し
つ
・
、
吉
野
朝
時
代
に
於
け
る
但
馬
伊
蓬
氏
の
史
費
を
略

嚇
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
史
料
の
性
質
上
著
し
く
断
片
的
に

流
れ
、
環
末
の
事
に
亙
つ
九
の
は
ま
た
比
む
を
得
な
い
所
で
あ

る
。
要
は
南
灘
寺
丈
書
の
内
容
の
…
班
を
紹
介
す
る
に
あ
り
、
こ

れ
に
關
聯
せ
る
種
々
重
要
な
問
題
に
就
い
て
は
猴
ほ
將
來
を
期
し

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
　
錦
一
㎜
概
　
　
　
一
山
ハ
九
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但
馬
の
供
蓮
氏
に
就
い
て

度
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
九

　
最
後
に
此
の
南
輝
寺
文
書
に
就
い
て
、
筒
ほ
一
二
の
注
意
さ
る

べ
き
事
項
を
附
記
す
る
。
師
ち
口
出
奪
還
に
掲
げ
た
二
通
の
文
書

に
就
い
て
掌
あ
る
。
そ
の
一
は
郷
號
文
書
陸
奥
國
伊
蓬
孫
三
郎
入

道
々
西
輿
安
（
元
弘
三
年
忌
月
日
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
題
の
安
堵

の
國
宣
は
一
慮
注
意
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
　
｝
任
一
宣
旨
駄
早
可
令
安
堵
也

（
花
押
）
　
　
　
　
九
月
八
H

　
當
時
の
陸
奥
國
司
は
需
ふ
ま
で
も
無
く
，
元
弘
三
年
八
月
五
日

弱
年
に
し
て
陸
奥
守
に
任
じ
た
北
畠
顯
家
で
あ
る
。
顯
家
は
此
の

年
十
月
二
十
日
義
良
親
王
を
奉
じ
、
父
親
房
、
結
城
宗
廣
ら
と
共

に
任
に
赴
い
た
と
さ
れ
て
み
る
故
に
、
此
の
國
宣
を
下
し
た
九
月

八
日
は
未
だ
京
師
の
地
に
黎
っ
て
み
た
時
と
考
へ
ら
れ
る
。
上
部

に
記
せ
る
花
押
も
亦
、
殿
損
甚
だ
し
く
其
の
一
部
を
失
っ
て
み
る

と
は
い
へ
、
勿
論
顯
家
の
花
押
で
あ
っ
て
、
後
の
年
代
に
見
ら
れ

る
如
き
、
紳
び
く
と
し
た
立
派
さ
は
無
い
が
、
。
例
へ
ば
相
馬
文

害
一
、
（
元
弘
三
年
十
二
月
二
十
二
日
）
留
守
文
書
一
、
（
元
弘
四

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巷
　
第
一
號
　
　
、
一
七
〇

年
二
月
晦
日
）
そ
の
他
南
部
文
書
、
新
渡
戸
文
書
、
齋
藤
文
書
等

に
現
存
せ
る
卿
の
初
期
の
花
押
と
、
よ
く
そ
の
特
徴
を
嚇
に
し
て

み
る
。

　
し
か
も
墨
色
等
よ
り
見
れ
ば
、
國
宣
の
文
と
花
押
と
は
明
ら
か

に
一
筆
で
あ
る
。
唯
だ
小
西
新
右
衛
門
氏
所
長
の
、
建
武
二
年
三

月
一
口
附
と
い
は
れ
る
有
名
な
る
顯
家
自
筆
書
歌
の
、
極
め
て
雄

渾
な
る
に
比
す
れ
ば
、
餓
り
の
隔
り
を
有
っ
て
み
る
爲
め
に
、
猴

ほ
若
干
問
題
を
慧
す
で
あ
ら
う
が
、
中
奪
寺
経
藏
所
藏
の
、
延
元

元
年
＋
月
＋
八
日
、
藤
原
町
衡
の
所
願
文
を
爲
せ
る
も
の
・
持
つ

筆
致
に
封
比
す
れ
ば
、
そ
の
間
否
定
し
得
べ
か
ら
ざ
る
顯
薯
な
類

似
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
殊
に
相
馬
文
書
一
、
所
牧
の
、
相
馬
重

胤
代
親
胤
か
ら
陸
奥
國
衙
に
出
職
安
堵
を
乞
へ
る
に
謝
し
て
、
元

弘
四
年
十
二
月
二
十
二
日
附
に
て
下
せ
る
外
題
の
國
宣
の
如
き
も

亦
、
南
無
寺
文
書
の
そ
れ
と
同
｝
の
形
式
及
び
筆
致
を
具
へ
、
若

書
き
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
み
る
。
斯
か
る
諸
顯
か
ら
見
て
、
こ

の
安
堵
の
國
宣
は
、
正
し
く
北
畠
顯
家
の
自
筆
と
認
定
し
得
べ

く
、
就
中
元
弘
三
年
九
月
八
日
号
雷
へ
ば
、
覗
存
の
書
家
の
文
書

に
於
い
て
極
め
て
早
い
時
代
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
一
屠
注
意
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す
る
に
値
す
る
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
十

次
に
注
意
す
べ
き
は
饗
文
書
で
あ
る
。
・
聾
眞
下
段
に
示

す
如
く
断
簡
に
し
て
文
言
僅
か
に
二
行
に
過
ぎ
す
、
，
そ
の
全
文
は

次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
カ

　
又
は
う
せ
う
に
候
と
い
へ
と
も
一
貫
文
進
候
そ
の
は
、
か
り
す

　
く
な
か
ら
す
候
　
恐
々
謹
言

　
　
　
十
月
世
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
輔
行
□

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
花
押
）

　
謹
上
　
子
育
孫
三
郎
入
道
殿
，

　
　
（
端
書
異
筆
）

　
　
　
お
く
の
そ
う
り
や
う
の
御
歌

　
署
名
は
盤
損
の
爲
に
「
行
」
の
下
の
一

字
の
牛
を
失
っ
て
み
る
。
宛
名
の
伊
蓬

孫
三
郎
入
道
と
は
既
述
の
所
に
依
つ

・
て
、
容
易
に
道
西
即
ち
貞
烈
で
あ
る
事

が
分
る
。
然
れ
ば
道
西
の
．
時
代
の
人
に

し
て
、
ま
た
端
書
に
「
お
く
の
そ
う
り

や
う
の
御
歌
」
と
あ
る
如
く
陸
奥
の
伊

　
　
　
　
　
但
馬
の
伊
蓬
氏
に
就
い
て

　
達
氏
の
総
領
に
し
て
、
而
も
宮
内
大
輔
行
書
と
訂
せ
る
人
物
を
求

　
む
れ
ば
、
我
々
は
直
ち
に
彼
の
北
畠
親
房
と
相
並
ん
で
「
辟
遠
の

　
地
に
あ
っ
て
皇
家
の
爲
に
苦
心
経
管
せ
る
吉
野
朝
の
忠
臣
、
伊
蓬

　
三
朝
に
想
到
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
行
朝
は
仙
皇
伊
達
家
に
於
い
て
第
七
代
に
数
へ
ら
れ
て
る
る
。

　
後
に
は
行
宗
と
構
し
、
和
歌
に
は
朝
村
の
名
を
以
て
現
は
れ
る
と

　
傳
へ
ら
れ
、
遺
憾
な
が
ら
史
料
不
足
の
爲
起
詳
細
な
る
事
績
は
一

’

　
般
に
知
ら
れ
て
み
な
い
が
、
猫
ほ
早
く
大
槻
文
彦
博
士
の
「
伊
蓬

　
行
朝
勤
王
事
歴
」
三
巻
に
集
大
成
さ
れ
て
み
る
。

　
　
さ
て
行
朝
は
建
武
年
間
記
に
は
奥
州
評
定
衆
の
一
人
と
し
て
、

第
二
十
一
巻
第
一
號
　

戸
七
一

（寸原）押花朝行達伊
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三
幅
の
伊
達
氏
に
就
い
て

「
伊
野
左
近
戴
人
行
雲
」
と
出
で
、
南
部
文
書
（
建
武
元
年
九
月
十

六
口
附
國
賞
）
に
は
「
伊
達
大
夫
將
曳
行
朝
し
の
名
で
現
は
れ
、
有

造
館
本
結
城
古
文
書
爲
、
面
河
丈
書
駒
に
捲
れ
ば
、
延
元
四
年
七

月
か
ら
｝
，
頚
達
宮
内
大
輔
行
朝
」
の
名
を
以
マ
現
は
れ
て
る
る
。
残

年
は
斑
李
三
年
五
月
九
口
で
あ
る
。
夫
故
こ
の
文
書
は
少
く
と
も

延
元
四
年
七
月
か
ら
正
…
李
三
年
五
月
迄
の
間
、
伊
達
道
西
に
宛
て

て
嵐
さ
れ
た
、
陸
奥
の
総
領
伊
達
行
朝
の
私
信
で
あ
る
と
言
ふ
事

が
出
來
る
。
唯
だ
噺
簡
で
あ
る
爲
に
主
要
な
る
内
容
を
詳
ら
か
に

な
し
得
す
、
僅
か
に
行
朝
か
ら
道
洒
に
一
貫
文
を
贈
っ
た
事
を
知

る
の
み
で
あ
る
。
併
し
こ
の
私
信
で
あ
る
性
質
は
、
筆
勢
、
墨
色

の
與
へ
る
感
じ
と
祁
侯
っ
て
、
我
々
に
こ
の
書
釈
が
正
し
く
行
朝

の
自
筆
で
あ
る
こ
と
の
確
信
を
與
へ
る
。

　
伊
達
行
朝
の
書
歌
は
管
見
の
及
ぶ
所
、
僅
か
に
伊
勢
結
城
秘
所

藏
の
結
城
修
理
礎
大
夫
（
親
朝
）
宛
の
も
の
〔
七
月
五
ロ
附
、
署
名

は
同
じ
く
宮
内
大
輔
行
朝
（
花
押
）
】
に
血
ま
り
愛
に
断
簡
と
は
い

へ
、
更
に
一
通
の
宮
筆
書
歌
を
寓
冒
し
得
た
事
を
深
く
喜
び
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
加
之
、
但
馬
の
伊
蓬
氏
と
仙
壁
の
伊
蓬
氏
に
就

い
て
い
へ
ば
、
少
く
と
も
元
藤
の
綱
村
の
時
に
は
爾
者
の
毒
血
そ

　
　
　
　
　
第
二
十
…
巷
　
第
∴
號
　
　
　
一
七
二

の
跡
を
絶
っ
て
る
る
が
、
こ
の
吉
野
朝
時
代
、
宗
家
に
あ
り
て
は

行
朝
、
但
馬
に
あ
り
て
は
道
四
（
霞
綱
）
の
臨
、
代
に
は
、
爾
者
の
交

渉
樹
ほ
保
た
れ
つ
瓦
あ
り
し
…
源
豫
を
得
た
も
の
と
し
て
、
重
要

な
る
意
義
が
あ
る
で
あ
ら
う
。

　
（
絡
り
に
既
の
交
書
研
究
を
許
さ
れ
し
南
灘
寺
、
こ
の
小
論
作
製
に
當
り

種
々
御
教
示
を
賜
っ
た
西
田
、
申
村
爾
先
生
，
絶
え
ず
蜘
助
…
…
濁
を
得
た
赤

松
俊
秀
氏
に
粗
し
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
す
る
Q
）
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